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第183回全国都道府県議会 

議 長 会 定 例 総 会 記 事 





第183回全国都道府県議会議長会定例総会記事 

（令和８年１月21日15時） 

※本会議の記事内容詳細は別途速記録参照 

 

１ 開 会 

髙原剛事務総長が開会を告げた。 

 

２ 会長あいさつ 

藏内勇夫会長（福岡県議会議長）があいさつを述べた。 

 

３ 総務大臣あいさつ 

林芳正総務大臣があいさつを述べた。 

 

４ 新任正副議長紹介 

髙原事務総長が10月30日の第182回定例総会以降に就任した正副議長を紹介した。 

 

５ 第182回定例総会開催地議長（長田神奈川県議会議長）御礼あいさつ 

長田進治神奈川県議会議長が御礼のあいさつを述べた。 

 

６ 男女共同参画委員会（委員長：安居石川県議会議長）報告 

・男女共同参画委員会提言について 

安居知世委員長（石川県議会議長）が、男女共同参画委員会提言について、

報告を行った。 

 

７ 福岡県議会（香原前福岡県議会議長）報告 

 ・議員提案政策条例について 

香原勝司福岡県議会議員が、福岡県における議員提案政策条例について、報

告を行った。 

 

８ 議 事 

・令和８年度本会予算（案）について 
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髙原事務総長が内容を説明した後、採決の結果、全会一致をもって原案のとお

り決定した。 

 

９ 報 告 

（１）厚生年金への地方議会議員の加入について 

（２）主権者教育の推進について 

（３）標準都道府県議会会議規則の改正について 

（４）令和８年度における本会のワンヘルスに関する取組について 

髙原事務総長が報告を行った。 

 

10 講 演 

原邦明総務事務次官から「持続可能な地方行財政のあり方」と題する講演を聴

取した。 

 

11 その他 

川嶋太郎愛知県議会議長から、第20回アジア競技大会及び第５回アジアパラ競

技大会の周知に係る発言があった。 

 

12 閉 会 

以上により閉会した。（16時46分） 

（15時00分～16時46分） 
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第183回全国都道府県議会 

議長会定例総会議事録 

（速 記 録） 





令和８年１月21日（水） 

15時00分 開 会 

 

開    会 

 

○全国議長会事務総長（髙原 剛君）事務総長の髙原でございます。 

ただいまから、第183回全国都道府県議会議長会定例総会を開会いたします。 

はじめに、藏内勇夫会長より、ごあいさつをいただきます。 

藏内会長、よろしくお願いいたします。 

 

会長あいさつ 

 

○全国議長会会長（藏内 勇夫君）会長の福岡県議会議長、藏内勇夫でございます。 

本日は、全国の議長、副議長の皆様に御出席いただき、誠にありがとうござい

ます。また公務御多忙の折、御来賓として林総務大臣に御臨席いただいておりま

す。心より感謝申し上げます。 

初めに、一昨日、第 34 次地方制度調査会の第１回総会に出席しましたので、御

報告いたします。 

同総会では、高市内閣総理大臣から、国・都道府県・市町村間の役割分担や大

都市制度のあり方について諮問が行われました。 

林総務大臣も御出席でございましたが、私からは、広域連携の事例として九州

の自立を考える会の活動や広域リージョン連携の推進を御紹介し、地方の実態に

即した御議論をお願いしました。 

都道府県政に大きく関わるテーマでありますので、今後とも皆様に情報共有し

ながら、同調査会で適切に意見を述べてまいります。 

さて、我が国は、昨年、政権の枠組みが変わり、地方に関わる事項も含め様々

な政策について大きな展開が見られたところですが、それぞれの取組を着実に進

めていくためには、国と地方が十分な意思疎通を図る必要があると考えています。 

その機会として、昨年 12 月に開催された国と地方の協議の場には私が、地方創
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生担当大臣との意見交換会には福田副会長がそれぞれ出席し、物価高対策や地方

創生などについて協議を行いました。 

これらの地方の声も踏まえて年末には、令和８年度の税制改正大綱及び予算案、

地方財政対策、そして地方創生に関する総合戦略が決定されたところです。 

林総務大臣におかれましては、地方一般財源総額の確保をはじめ、緊急防災・

減災事業債の延長など地方の声を真摯に受け止めていただき、心より感謝申し上

げます。 

地方も、物価高で苦しむ住民や事業者への支援、防災・減災、国土強靱化など

にスピード感を持って取り組まなければなりません。 

我々地方議会としても、予算審議などを通じて各種施策の実効性を高めていき

たいと思っています。 

また、複雑化・多様化する住民ニーズに的確に応えていくためには、議会から

の知事に対する政策提言や条例提案など、政策立案機能の一層の強化も不可欠だ

と考えます。 

中でも、議会と住民との意見交換会などを通じて条例を制定するプロセスは、

住民の議会への関心を高め、ひいては本会の重要課題である多様な人材の議会へ

の参画に資するものでもあります。 

このため、各議会における議員提案による政策条例制定に向けた議論を活性化

させるきっかけになればと考え、全国から議長の皆様がお集りになるこの機会に、

福岡県議会の取組を報告させていただくことといたしました。 

また、後ほど事務局から説明がありますが、私が長年取り組んでいるワンヘル

スの推進については、地方創生などと同様に、その成果が全国、多岐の分野に及

ぶものであることから、会長に就任して２年目を迎える令和８年度においては、

本会としてより一層、取組を推進したいと考えております。 

どうぞ皆様、よろしくお願いいたします。 

なお、本日の定例総会は、令和８年度における本会の予算の審議など、本会の

今後の活動に係る内容が議題となっております。 

会議を通じて、本会の活動に対する皆様の一層の御理解・御協力を賜りますよ

うお願い申し上げ、私からのあいさつとさせていただきます。（拍手） 

○全国議長会事務総長（髙原 剛君）それでは、藏内会長、会議の進行をお願いい
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たします。 

 

総務大臣あいさつ 

 

○全国議長会会長（藏内 勇夫君）本日は、林芳正総務大臣に御臨席をいただいて

おりますので、林総務大臣より、ごあいさつを賜りたいと存じます。林総務大臣、

よろしくお願いいたします。 

○総務大臣（林 芳正君）第183回全国都道府県議会議長会定例総会にお招きいただ

き、一言ごあいさつを申し上げさせていただく場をいただきましたこと、御礼申

し上げます。 

都道府県議会議長の皆様方におかれましては、日頃より、地方自治発展のため

に御尽力いただいていることに、深く敬意と感謝の意を表します。 

さて、人口減少や少子高齢化など、我が国が様々な課題に直面している中、活

力ある地域社会を実現するため、健全で持続可能な地方行財政基盤の確立が非常

に重要であると認識しています。そのためには、地域の担い手支援や関係人口の

拡大、地域ＤＸやそれを支えるデジタルインフラの整備、さらには、自治体の一

般財源総額の確保を着実に進めていくことが必要です。 

まず、令和８年度の地方財政対策については、先ほど会長からもお話がありま

したように、一般財源総額の確保について大変強い御要望があったわけですが、

交付団体ベースで前年度を3.7兆円上回る67.5兆円を確保するとともに、地方交付

税総額について、前年度を1.2兆円上回る20.2兆円を確保したところです。 

また、物価高対応として、官公需の価格転嫁を推進する観点から委託料、維持

補修費、投資的経費などを6,000億円増額計上することとしました。 

さらに、いわゆる教育無償化への対応として、教育無償化に係る地方負担につ

いて、必要な財源を確保するとともに、公立高校の人材育成に向けた取組を推進

するため、1,000億円を計上することとしました。このほか、地域の強い経済実現

のため、地域未来基金費を4,000億円創設するとともに、防災・減災対策や、公営

企業の経営基盤の強化を推進いたします。 

あわせて、地方財政の健全化にもしっかりと取り組み、臨時財政対策債の発行
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額を引き続きゼロとした上で、臨時財政対策債償還基金費を8,000億円創設するこ

ととしたほか、交付税特別会計借入金の残高を2.9兆円縮減することとしたところ

です。 

各都道府県におかれましては、今回の対策を踏まえ、地域の課題にしっかりと

取り組んでいただくことを期待しています。 

令和８年度税制改正においては、足元の物価高への対応として個人住民税につ

いて給与所得控除の見直しなどの措置を講じるほか、ふるさと納税制度の見直し

や、道府県民税利子割についてあるべき税収帰属地と課税団体とのかい離の拡大

に対応するため、都道府県間で個人に係る所得金額を基準に税収帰属を調整する

清算制度を新たに導入することとしました。 

また、軽油引取税の当分の間税率や自動車税及び軽自動車税の環境性能割を廃

止することとしましたが、これらの措置に伴う減収については、安定財源を確保

するための具体的な方策を検討し、それまでの間、国の責任で手当するなど、地

方の財政運営に支障を生じさせないよう適切に対応してまいります。 

引き続き、住民生活に密着した行政サービスを支える地方自治体の税収をしっ

かり確保するとともに、経済社会の構造変化に対応し、都市と地方もお互いに支

え合うという基本的考えに立ち、偏在性の小さい地方税体系の構築に向けた具体

的な取組について検討を行ってまいります。 

さきほど会長からもお話がありましたが、政府の地方制度調査会が２年ぶりに

発足し、人材不足等の課題に対応し、持続可能かつ最適な形で行政サービスを提

供していくため、国・都道府県・市町村間の役割分担や大都市地域における行政

体制のあり方について、内閣総理大臣の諮問を受け、審議が始まります。総務省

としても必要な検討を進めるとともに、市町村間の広域連携や都道府県による補

完、自治体ＤＸなどに取り組みます。 

次に、地方への人の流れを創出するため、まず、地域おこし協力隊について、

隊員数を１万人にすることを目標に、戦略的な情報発信やサポート体制を強化す

るとともに、地域活性化起業人については、昨年構築した、地方自治体と企業・

個人とが相互に交流できるマッチングプラットフォームを活用し、マッチング支

援を強化してまいります。 

また、地方の大きな伸び代を生かすため、関係人口を可視化し、地域の担い手
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確保や活性化につなげる、ふるさと住民登録制度について、制度の具体化を進め

ております。一昨日の１月19日、偶然にも私の誕生日でございましたが、地方自

治体に向けてモデル事業の募集を開始したところであり、幅広い事例を創出し、

他の自治体の皆様とも随時共有することで、制度対応への準備に取り組んでいた

だきます。また、並行してシステム開発を進め、自治体と国民の皆様に活用いた

だけるアプリの令和８年度中のリリースを目指してまいります。 

地域の成長につながる施策を、都道府県域を超えた多様な主体の連携により、

点から面に展開するための広域リージョン連携については、既に６地域において

宣言がなされているところであり、各地域のプロジェクトを関係省庁と連携して

支援してまいります。 

さらに、地域経済の好循環を進めるため、ローカル10,000プロジェクトの支援

件数を拡大するとともに、特定地域づくり事業協同組合への支援を推進してまい

ります。 

あわせて、地域の暮らしを守るため地域運営組織への支援や過疎対策を推進し

てまいります。 

また、物価上昇を上回る賃上げを実現し、地域経済の活性化を図るため、地方

自治体の発注において適切に価格転嫁が行われるよう、その取組について継続的

なフォローアップや支援等を行ってまいります。 

地方自治体や地域社会におけるＤＸの推進については、デジタルの力を最大限

に活用するため、それを支えるデジタル人材の確保・育成に取り組んでまいりま

す。 

自治体情報システムの標準準拠システムへの移行に必要な経費については、先

般の補正予算でも所要額を確保したところですが、引き続き、地方自治体におけ

る円滑・安全な移行に向けて取り組んでまいります。 

マイナンバーカードについては、昨年末に保有枚数が１億枚を超えました。今

後も、希望する国民が円滑にカードを取得できる環境の整備を進めてまいります。 

また、昨年10月１日から全国一斉に開始された、マイナンバーカードを活用し

た救急業務の円滑化のための、いわゆるマイナ救急については、認知度向上に努

め、地方自治体と連携して積極的に展開してまいります。 

サイバーセキュリティ対策は重要な課題であり、最新のセキュリティ技術の動
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向等を踏まえ、セキュリティ基盤の強化など、地方自治体におけるサイバーセ

キュリティ対策の更なる強化を進めます。 

消防については、災害が激甚化・頻発化する中、その果たす役割は、ますます

増大しています。 

消防防災力の充実強化を図るため、昨年の林野火災でも活躍した緊急消防援助

隊や常備消防の体制強化、消防団を中核とした地域防災力の向上やＤＸ・新技術

の研究開発の推進に全力を挙げてまいります。 

林野火災については、本年から運用が開始された林野火災注意報及び林野火災

警報の周知徹底を図ってまいります。 

そして、活力ある地方議会の創出に向けては、多様な人材が参画し、住民に開

かれた議会の実現や政治意識の向上が重要です。総務省としても、議長会の皆様

と連携しながら、各議会の取組事例の情報提供や、主権者教育の取組の充実など

を図ってまいりますので、各議会におかれましても、積極的に取り組んでいただ

きたいと思います。 

引き続き、都道府県議会の皆様方と十分な意思疎通を図りながら、地域の発展

に全力で取り組んでまいりますので、一層の御理解と御協力を賜りますようお願

い申し上げます。 

結びになりますが、全国都道府県議会議長会のますますの御発展と、御臨席の

皆様の御活躍をお祈り申し上げまして、ごあいさつといたします。ありがとうご

ざいました。（拍手） 

○全国議長会会長（藏内 勇夫君）ありがとうございました。 

今後とも地方自治発展のため、一層の御支援を賜りますようお願い申し上げま

す。 

林総務大臣は公務のため御退席されます。本日は、御多忙のところ誠にありが

とうございました。皆様、拍手をもってお送りいただきたいと存じます。 

〔林総務大臣 退席〕（拍手） 
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新任正副議長紹介 

 

○全国議長会会長（藏内 勇夫君）次に、昨年10月30日に開催した第182回定例総会

以降に、御就任されました正副議長を事務総長から御紹介させていただきます。 

○全国議長会事務総長（髙原 剛君）昨年10月30日に開催した第182回定例総会以降

に御就任された正副議長は、資料４ページの「新任正副議長名簿」のとおりです

が、このうち、本日御出席の議長を御紹介申し上げます。 

まず、対面で御出席の議長を御紹介します。 

福島県議会議長、矢吹貢一さんです。 

○福島県議会議長（矢吹 貢一君）御紹介をいただきました。福島県議会議長の矢

吹貢一でございます。昨年11月の臨時会で議長を拝命いたしました。これから何

かとお世話になると存じます。どうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 

○全国議長会事務総長（髙原 剛君）茨城県議会議長、舘静馬さんです。 

〇茨城県議会議長（舘 静馬君）昨年12月に茨城県議会議長に就任をしました。舘

静馬と申します。茨城県の水戸黄門、納豆、桜田門外の変で有名な水戸市の出身

でございます。地方の声を少しでも中央に届けるべく頑張ってまいる所存です。

どうぞ御指導の程お願いいたします。（拍手） 

○全国議長会事務総長（髙原 剛君）次に、オンラインで御出席の議長を御紹介し

ます。 

宮城県議会議長、佐々木幸士さんです。 

○宮城県議会議長（佐々木 幸士君）皆様、こんにちは。本日は常任委員会並びに

会派の代表者会議があったため、上京することがかないませんでした。昨年11月、

宮城県議会議長に就任させていただきました。佐々木幸士と申します。全国を代

表する皆様方と御一緒に地方自治発展のため、仕事をしてまいりたいと思います。

どうぞよろしくお願い申し上げます。（拍手） 

○全国議長会事務総長（髙原 剛君）御紹介は以上でございます。 
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第182回定例総会開催地議長 

（長田神奈川県議会議長）御礼あいさつ 

○全国議長会会長（藏内 勇夫君）続きまして、昨年10月30日の第182回定例総会開

催地でありました神奈川県の長田進治議長より、ごあいさつがございます。

長田議長、よろしくお願いします。 

○神奈川県議会議長（長田 進治君）ただいま御紹介いただきました、神奈川県議

会議長の長田進治でございます。

昨年10月30日に神奈川県で開催されました定例総会におきましては、皆様大変

お忙しい中お越しいただきまして、誠にありがとうございました。 

神奈川県での開催は、66年ぶりでございまして、当日は、少しでも神奈川らし

さを感じていただけるよう努力したつもりでございますが、至らない点も多々

あったかと存じます。どうかその点はお許しいただければと存じます。 

また、ただいま御紹介のありました、宮城、福島、茨城の議長様には、交代さ

れた前議長様によろしくお伝えいただきたいと存じます。 

そして、今年の秋には、鹿児島県において定例総会が開催されることになって

おります。鹿児島県での総会がすばらしいものとなりますよう、心より御祈念申

し上げます。 

最後に、総会の際にも御案内申し上げましたが、来年、2027年には神奈川県横

浜市において、国際園芸博覧会『ＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯ２０２７』が開催されま

す。 

ぜひ、また神奈川にお越しいただき、記憶に残るすばらしい体験をしていただ

きたいと考えています。 

皆様のまたの御来県を心よりお待ち申し上げ、簡単ではございますが、御礼の

ごあいさつとさせていただきます。誠にありがとうございました。（拍手） 

○全国議長会会長（藏内 勇夫君）ありがとうございました。関東ブロック各議会

の皆様、とりわけ、長田議長をはじめ、神奈川県議会の皆様には、多大なる御支

援、御協力をいただきました。改めて御礼申し上げます。
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男女共同参画委員会 

（委員長：安居石川県議会議長）報告 

男女共同参画委員会提言について 

○全国議長会会長（藏内 勇夫君）次に、男女共同参画委員会からの報告でありま

す。本委員会は、８月26日の設置以降都道府県議会における男女共同参画の取組

や課題について意見交換を重ね、提言を取りまとめたところであります。

先日、私に提言を提出していただきましたが、この際、委員長の安居知世石川

県議会議長からその内容について御報告をお願いすることといたします。安居議

長、よろしくお願いします。

○石川県議会議長（安居 知世君）石川県議会議長の安居知世でございます。この

度は、男女共同参画委員会の委員長の機会を賜り、藏内会長をはじめ、議長会の

皆様に、まずは、感謝を申し上げたいと思います。提言がまとまりましたので、

皆様に報告させていただきます。着座にて失礼いたします。

資料５ページを御覧ください。本委員会では、「誰もが参画し、活躍できる議

会を目指して」を副題として、議会の男女共同参画に必要な取組を提言とし、１

月19日に、藏内会長に提出いたしました。 

６ページを御覧ください。本委員会は、正副議長御経験の10名の議員のもと、

「女性・若者が立候補しやすい方策」と「女性・若手議員が働きやすい議会とす

る方策」をテーマとし、都道府県議会における男女共同参画の取組や課題につい

て、計３回の委員会で議論いたしました。 

７ページを御覧ください。提言は、「１各議会が取り組むべき事項」と「２国

への要請・制度改正など議長会が取り組むべき事項」に分け、合計で16項目とい

たしました。 

まず、「１各議会が取り組むべき事項」について、（２）働きやすい議会の対

策としては、「性別に関しての意識改革」です。（３）２つのテーマ共通の対策

としては、「政党や議会・超党派の会派による政治塾等の開催」、「ハラスメン

ト対策」、「議会の働き方改革等の推進」、そして、議会や政党が、女性議員の
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役職登用を促進し、積極的な発信を行うことなどを内容とする「女性議員の役職

就任割合の向上」などでございます。 

次に、「２国への要請・制度改正など議長会が取り組むべき事項」については、

（２）働きやすい議会の対策として、「議員が有権者からの負託に応えるための

環境整備」です。本会議に出席できなくても、議案等に意思を表明できる仕組み

が必要として、議長会がオンラインによる本会議の出席などを引き続き要請する

ことを提言しています。 

（３）２つのテーマ共通の対策としては、「標準都道府県議会会議規則の出産

による欠席規定について産前６週間を８週間に改正」、「厚生年金への地方議会

議員の加入など議員の処遇改善」、「選挙制度の見直しなど議員を取り巻く環境

の整備」などでございます。 

このうち、「標準会議規則の出産による欠席規定の改正」については、１月19

日の役員会で御決定いただきました。誠にありがとうございました。提言の詳細

は、次ページ以降に掲載していますが、主な提言について申し上げます。 

８ページを御覧ください。提言１「議員の役割を実践的に学ぶ主権者教育の推

進」についてです。議員による出前講座などは、選挙管理委員会などとも連携し、

対象を大学生にも広げ、より実践的な内容に改善することが重要です。議員事務

所等でのインターンシップなどの実施により、若者に議員の役割ややりがいを実

践的に学ぶ機会を提供し、地域課題の解決など社会貢献を実感できるよう取り組

むことを提言しています。 

次に、提言２「議会・議員の活動の見える化」についてです。分かりやすい広

報や情報発信により議会活動を可視化し、議案等の審議プロセスや条例施行後の

住民生活などの影響などを分かりやすく周知することは、開かれた議会につなが

ります。女性を含め議員の活動や実績を見える化し、地域の課題に議員がどのよ

うに向き合い、解決に努めているかなど、議員活動の具体像を伝え、女性を含め

住民が自分も議員になれると思える環境づくりを実施するよう提言しています。 

９ページを御覧ください。提言４「女性議員や若手議員等のネットワークづく

り」についてです。多様な人材が活躍できるよう、超党派や自治体を超えたネッ

トワークについて、各地域のほか全国的にも構築し、議員同士の連携や連帯を強

め、推進力のある協力体制を築くことが重要です。ネットワーク活動を全国的に
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広げるため、他のネットワークとの連携や議員を目指す女性や若手男性議員にも

対象を広げるよう提言しています。 

12ページを御覧ください。提言15「インターネット上の誹謗中傷やハラスメン

トへの対策」についてです。誹謗中傷やハラスメントが、立候補を諦めさせてい

る現状を改善するため、社会全体の問題として包括的対策が必要です。こうした

誹謗中傷やハラスメントにより、政治参画をためらわせることがないよう、議長

会は、国に対し、迅速な対応を可能とする法整備などの対策や、メディアと連携

した防止の周知啓発について要請を行うよう提言しています。 

最後に、提言16「提言の議員への周知及び各議会における検討と改善への働き

かけ」についてです。令和５年度の「多様な人材が輝く議会のための17の提言」

や本委員会の提言が各議会で実現できれば大きな変化が生まれます。提言の実効

性を高めるため、議長会は、各議会に周知を徹底し、自らの取組状況の確認を働

きかけ、また、主権者教育など全国の先進的な取組事例を共有し、各議会におけ

る検証と改善を促すことを提言しています。 

以上が、主な提言でございます。 

15ページ以降の報告書は、提言を策定するに当たり、各委員から出された意見

を取りまとめたものですので、後ほど御覧ください。 

各都道府県議会及び議長会におかれては、提言の趣旨を踏まえ、ぜひ、実践に

つなげていただきたいと存じます。議長の皆様には、どうか各議員への周知をお

願いします。 

これらの取組により、議会を取り巻く環境が改善され、地方議会への参画が促

進されることを祈念しております。報告は以上でございます。よろしくお願いい

たします。 

○全国議長会会長（藏内 勇夫君）安居議長、どうもありがとうございました。 

安居議長をはじめ、委員をお務めいただいた山梨県の渡辺議長、熊本県の髙野

議長、委員として議員を派遣いただいた議長には御協力いただき、感謝を申し上

げます。 

本会といたしましては、本提言も踏まえ活動してまいりますので、議長の皆様

方の御理解・御協力をよろしくお願いいたします。 
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福岡県議会（香原前福岡県議会議長）報告 

議員提案政策条例について 

 

○全国議長会会長（藏内 勇夫君）次に、福岡県議会からの報告であります。 

福岡県議会では、平成28年に、各会派から選出された委員による常設の「議員

提案政策条例検討会議」を設置し、これまで様々な条例を制定してきたところで

す。 

そこで本日は、同検討会議の座長として福岡県ワンヘルス推進基本条例を取り

まとめた経歴を持ち、前議長である香原勝司議員から福岡県議会における議員提

案政策条例の取組について、御報告する機会を設けさせていただきました。 

それでは、香原議員、お願いします。 

○福岡県議会議員（香原 勝司君）福岡県議会議員の香原勝司でございます。藏内

会長から御指名をいただきましたので、福岡県議会が執行部とともに取り組んで

おり、昨年この全国都道府県議会議長会でも取り上げていただいた、ワンヘルス

推進基本条例を中心にして、福岡県議会の政策条例検討会議のことについて、お

話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。着座にて説明

させていただきます。 

それでは、次のページを御覧ください。１ページ目には、執行部による政策条

例の制定と、議員提案による政策条例、それぞれの強みと弱み、長所と短所につ

いてまとめさせていただいております。簡潔に申し上げますと、条例は政策を実

現する上で、我々にとって極めて重要な手段であります。そして、条例案は執行

部だけでなく、我々議員も提案することができます。 

しかし、議員が提案した条例であっても、実際に運用を担うのは執行部です。

そのため、議員提案条例は、執行部の運用上のリスクや負担を回避しようとする

あまり、理念を掲げるのみの「理念型条例」に陥りがちな側面がございます。 

一方で、執行部が提案する条例は、手堅く安全運転ではありますが、どうして

も他自治体と足並みをそろえた「横並び」の内容になりがちです。さらに、行政

には「縦割り」の弊害もございます。組織横断的な課題や、既存の、所管がまだ

定まらない新しい行政課題に果敢にチャレンジする条例は、執行部からはなかな
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か出てまいりません。 

そこで、我々福岡県議会は、行政の縦割りに縛られることなく、最先端の政策

課題に議員が率先して取り組むという強みを生かすことといたしました。あわせ

て、運用面については執行部と十分に事前調整を行うことで、先進性と実効性を

併せ持つ議員提案政策条例の制定に注力しております。そのための新たな体制づ

くりに着手したのは、今から15年前、平成23年のことです。 

では、次のページをお願いいたします。次のページでは、議員提案政策条例検

討会議について御説明させていただきます。 

まず、この検討会議を運用する上で最も重要な点は、議会の政策立案能力を強

化し、それを支える専門スタッフの組織として「政策企画支援室」を設置したこ

とでございます。条例案の立案を支援するため、新たに「法務監」というポスト

を設け、法務事務に関する幅広い知識と条例制定の豊富な経験を有する職員を配

置いたしました。 

この法務監は、条例の内容について執行部の担当職員や部課長と徹底した協議

を行わなければなりません。時には非常に激しい議論を交わし、高度な調整や駆

け引きも必要となります。そのため、職責にふさわしい権限を持つ、県の次長級

という高い役職の職員を充てることといたしました。政策条例検討会議において、

ここが最大の要であったと確信しております。我々議員だけでは法制に関する専

門的な知見が不足する場合もございますので、こうした法務に精通した組織を構

築したことは、極めて大きな意義がございました。 

当初、本会議は条例案のテーマごとに設置しておりましたが、平成28年には常

設化されました。この仕組みを築き上げたのが、藏内会長でございます。当時、

自由民主党福岡県議団の会長を務めておられた藏内会長が、各会派をまとめ上げ、

このような検討の場を創設されました。メンバー構成については、各交渉会派か

ら委員を募り、座長を選出して運営に当たっております。 

では、次のページをお願いいたします。このページは、議員提案政策条例検討

会議において、条例案を取りまとめるまでの流れを示したものでございます。黄

色の項目が我々議員の役割であり、水色の項目が法務スタッフによってサポート

される業務であります。 

この水色の業務は、法務に関する知見や経験、さらには「法制執務」と呼ばれ
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る専門的な文書作成技術を要するため、議員のみで対応するには困難な側面がご

ざいます。特に重要なのが、図の中央にある執行部との綿密な意見交換や調整作

業です。ここが十分に行われなければ、実効性のある条例を制定することはでき

ません。 

では、次のページをお願いいたします。本県における議員提案政策条例の一覧

でございます。数は決して多くはありませんが、いずれも先進的で特色ある条例

であると自負しております。 

先ほど申し上げました通り、理念のみを掲げる理念条例であれば数多く制定で

きるかもしれませんが、現実に即し、実践的な効果を伴う条例を作り上げるため

には、１年に１本から２本程度が限界であると考えております。 

我々が特に意識しているのは、単なる理念だけの条例にはしないということで

す。必ず、政策目的を実現するための実効性ある仕組みを盛り込むこととしてお

ります。その仕組みの内容については、一覧表右側の特色欄に簡潔に記載してお

ります。 

例えば、最初の２つにある「福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例」と

「福岡県薬物の濫用防止に関する条例（危険ドラッグ条例）」では、議員提案条

例としては珍しく罰則規定を導入いたしました。これは県民の命に関わる重大な

課題解決に向けた条例であることから、あえて強力な仕組みを採用したものです。

罰則の規定は非常に難易度が高く、特に危険ドラッグ条例のような刑事罰を設け

る際は検察庁との協議も必要となるため、専門の法務スタッフの存在が不可欠と

なります。 

次のページをお願いいたします。一覧の一番上に掲げているのは「観光王国九

州とともに輝く福岡県観光振興条例」という、少し特色のある条例でございます。

宿泊税の創設に伴い改正を行いましたが、実はこの条例の当初の目的は、知事に

対して観光振興のための独自の財源創設を求めることにありました。新たな税を

創設するのは非常に困難であり、ハードルの高い政策です。我々の議員提案条例

による先導がなければ、知事提案による宿泊税の制定は難しかったのではないか

と考えております。 

議員提案条例には、このように政策をけん引する役割もございます。なお、今

回の改正では、これまでの役割を終えた規定を削除する一方で、宿泊税を財源と
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した交付金を市町村に分配し、各市町村において観光振興事業が着実に展開でき

るよう、制度を整えるための条例制定を行いました。 

続いて、本報告の中心となります「福岡県ワンヘルス推進基本条例」、及び

「環境と人と動物のより良い関係づくり等福岡県におけるワンヘルスの実践促進

に関する条例」の概要について御説明いたします。 

次のページをお願いいたします。まず、これらの条例制定に取り組むことに

なった背景をまとめております。「ワンヘルス」という理念は、世界医師会や世

界獣医師会といった国際機関、あるいは学識経験者の間では広まっていましたが、

一般には全く知られていなかったのが実情です。 

しかし、この理念を実現するためには、行政が施策の方向性を変えるだけでな

く、私たち一人一人が生活のあり方を変えていく必要があります。そのため、ワ

ンヘルスの理念を日々の生活に落とし込むための具体的な仕組みを定めることが、

これら２つの条例を制定した目的でございます。 

次のページをお願いいたします。新型コロナウイルス感染症のようなパンデ

ミックの再来を防ぐための人獣共通感染症対策や、感染症よりも恐ろしいと言わ

れる薬剤耐性菌対策などは、これまでなじみの薄い新しい課題でした。 

一方で、その下に掲げた環境保護などの課題については、従来から個別の法律

や条例に基づき取り組まれてきたものです。しかし、これらは目的や担当部署が

異なっていたため、１＋１が３になるような政策の相乗効果は十分に意識されて

いませんでした。 

ワンヘルス条例は、こうした様々な政策を「ワンヘルス」という共通の視点で

見直し、目的を統一することで、相乗効果を最大限に発揮させようとするもので

す。この手法を「ワンヘルスアプローチ」と呼んでいます。基本条例では、取り

組むべき課題を６つに整理し、私たちがこれらの課題にどのように向き合うべき

か、どのような基盤が必要かという点を規定しております。 

次のページをお願いいたします。ワンヘルス推進基本条例では、実効性を持た

せる仕組みとして、知事に行動計画を策定していただく手法を取りました。ただ、

計画行政の手法だけでは強制力に欠けるという弱点がございます。そこで、計画

に基づく施策の実施を強力に後押しし、実効性を担保するために様々な具体的仕

組みを規定したのが、後に制定した「ワンヘルス実践条例」であります。その例
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をいくつか御紹介いたします。 

次のページをお願いいたします。まずは「食の安全」についてです。ＧＡＰ認

証などの様々な認証制度がございますが、いずれもハードルが高く、取組が広が

りにくいという課題がありました。 

そこでワンヘルス条例では、できるだけ多くの事業者に、少しでも高い安全レ

ベルの農林水産物を作っていただくことで、安全の社会的なレベルを引き上げる

ことを目的といたしました。そのために、より取り組みやすい独自の基準として

創設したのが「ワンヘルス認証」です。現在、この取組は大変な広がりを見せて

おります。 

次のページをお願いいたします。本条例に基づき、ワンヘルスの理念を実践す

るモデル地域の整備も進めております。その一環として、自然から健康を享受し

ながら生態系のつながりを観察できる「ワンヘルスの森」の整備も進めていると

ころでございます。 

次のページをお願いいたします。この部分は、現在我々福岡県議会が最も力を

入れている分野と言っても過言ではございません。「ワンヘルス教育」の実施で

あります。ワンヘルスアプローチを社会に浸透させるためには、教育や啓発が極

めて重要です。特に、児童や小中高生に対するワンヘルス教育は大きな成果を上

げております。子供たちは身の回りの実例から「これもあれもワンヘルスだ」と

自ら発見するため、理解が非常に早いと感じております。 

本県では、世界の専門家を招いて毎年国際フォーラムを開催しておりますが、

そこで高校生に活動報告をしてもらっています。専門家の皆様は一様に、高校生

による発表のすばらしさに深く感銘を受けておられます。 

次のページをお願いいたします。次に、条例のもう１つの柱であるハードの部

分について御説明いたします。日本で初めて設置される「ワンヘルスセンター」

でございます。 

ワンヘルスの実現に向けた課題に取り組むには、前提となるデータの収集・分

析や、人と動物、環境の健康がいかに関わり合っているかという因果関係の解明

が不可欠です。また、このアプローチを広めていく人材の育成も必要となります。

これらの役割を一手に担うため、本県では条例に基づきワンヘルスセンターの整

備を進めており、令和９年度に完成する予定です。 
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このセンターの中核を担うのは、「保健環境研究所」と「動物保健衛生所」で

す。保健環境研究所は、法律で設置が定められた地方衛生研究所と環境科学の部

門が、県条例に基づき合体した組織です。 

また動物保健衛生所についても、法律で設置が義務付けられた「家畜保健衛生

所」を母体としつつ、家畜だけでなくペットや野生動物の保健衛生も扱うことを

ワンヘルス条例で規定いたしました。これらを一体的に運用するセンターの設置

は、福岡県が全国で初めての試みとなります。 

我々はこのワンヘルス条例を柱に、これからも福岡から全国へ、そして全国か

ら世界へとワンヘルスを広めてまいります。全国都道府県議会議長会の皆様にお

かれましても、ぜひ本趣旨に御理解をいただき、各都道府県におけるワンヘルス

の推進にお力添えをいただけますよう、心よりお願い申し上げます。 

以上をもちまして、私の報告とさせていただきます。御清聴ありがとうござい

ました。（拍手） 

 

○全国議長会会長（藏内 勇夫君）香原議員、どうもありがとうございました。 

本報告を１つの契機として、各議会において議員提案による政策条例制定に向

けた議論が活性化することを期待しております。 

 

議    事 

令和８年度本会予算（案）について 

 

○全国議長会会長（藏内 勇夫君）それでは、議事に入ります。 

令和８年度本会予算（案）についてを議題といたします。本予算（案）につき

ましては、昨年10月開催の役員会で決定した予算大綱に基づき、事務局に編成さ

せたものであります。 

その内容を事務総長から説明いたします。 

○全国議長会事務総長（髙原 剛君）資料39ページを御覧いただきたいと存じます。

予算案のポイントで御説明いたします。 

令和８年度本会予算案は、昨年10月23日の役員会において御決定いただいた令
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和８年度予算大綱に基づき精査し編成しました。 

令和８年度一般会計歳入歳出予算の総額は対前年度1,756万１千円増の３億

4,148万２千円で、予算大綱から約316万円の増額となります。 

まず、歳入について、都道府県分担金は、今年度と同額の２億9,139万８千円を

計上しています。各都道府県の分担金額についても本年度と同額です。議員共済

会負担金は、本年度とほぼ同額の326万８千円を計上しています。 

繰入金は、来年度も本年度と同様、人事院勧告に伴う給与改定が見込まれるこ

と、自治功労表彰対象者の増及び記念品代の値上げ、退職手当積立金会計への繰

出金の増等により、不足分について財政調整積立金会計から、4,471万５千円の繰

入れを行います。繰越金については、本年度決算見込みで財政調整積立金会計か

らの繰入れを予定していることから、計上していません。 

40ページ、歳出では、会議費は、総会、役員会、委員会、議員研究交流大会等

の会議開催に要する経費を計上しています。 

総会費については、地方総会の会場使用料の減による使用料及び賃借料の減額、

委員会費について、要請活動に伴う自動車借上料の増による使用料及び賃借料の

増額等があり、これらの結果、会議費全体では対前年度69万３千円減額の1,462万

１千円です。 

事業費は、政府・政党等に対し実施する要請活動、議会運営の研究、職員研修、

自治功労者表彰等に要する経費を計上しています。 

調査活動費は、要請活動等に伴う自動車借上料の増による使用料及び賃借料の

増額、議会運営研究費について、最近開催実績のない行事に係る会場借り上げ費

等の減額、表彰費について、自治功労表彰対象者の増及び記念品代の値上げによ

る増額等があり、事業費全体では、対前年度745万６千円増額の4,742万４千円で

す。 

管理費は、人件費、事務局ＬＡＮ保守費等の事務局の運営に要する経費を計上

しています。 

人事院勧告による給与改定による人件費の増額、複写機の機器更新による使用

料及び賃借料の増額等があり、管理費は対前年度404万８千円増額の２億2,772万

２千円です。 

事務所費は、都道府県会館事務室管理料、共益費を計上しており、ほぼ前年同
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額の3,171万５千円です。 

繰出金は、令和８年度末に職員が自主退職したと仮定した必要所要額の不足分

を退職手当積立金に積み立てる結果、対前年度700万円増額の1,700万円です。 

41ページ、予備費は本年度と同額の300万円を計上しています。 

財政調整積立金会計については、歳入は前年度からの繰越金２億5,208万円で歳

出は一般会計への繰出4,471万５千円を計上し、８年度末は２億736万５千円の残

額を見込んでいます。 

退職手当積立金会計については、歳入は、前年度からの繰越金に一般会計から

と議員共済会からの繰入2,350万円を加え、１億2,208万１千円を見込み、歳出は

退職者２名分800万円を見込み、８年度末は１億1,408万１千円の残額を見込んで

います。 

以上が、令和８年度予算案の概要です。引き続き運営経費の縮減に努めてまい

ります。 

次に、42ページ、令和９年度以降の分担金についてです。令和８年度以降にお

いても、引き続き人事院勧告による人件費増、物価上昇による諸経費の増等が見

込まれます。令和７年度予算、令和８年度予算案では財政調整積立金を取り崩す

予定であり、今後も取り崩しを行いながら財政運営をせざるを得ない状況が見込

まれます。令和９年度から５年間の各都道府県の分担金総額は、このような財政

状況を踏まえ引き上げさせていただくことを検討せざるを得ないと考えておりま

す。今後さらに財政状況の推計を精査し、引き上げ幅について御相談させていた

だきたいと思います。 

具体的には、４月の事務局長会において、今後の財政状況の推計を提示し、分

担金総額の引上げ額等について議論いただきたいと考えております。 

５月には人口割に用いる令和７年実施国勢調査人口（速報値）が公表予定と

なっており、これを踏まえて、７月の参与会、役員会及び総会において、分担金

総額及び都道府県ごとの額の概算を提示したいと考えております。 

７月末～８月上旬にかけて財政力割に用いる令和８年度普通交付税交付額の決

定が予定され、９月には人口割に用いる令和７年実施国勢調査人口（確定値）が

公表される予定ですので、これらに基づき、10月の総会において令和９年度から

13年度までの５年間の分担金総額及び都道府県ごとの額を決定していただきたい
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と考えております。なにとぞよろしくお願いいたします。 

説明は以上でございます。 

○全国議長会会長（藏内 勇夫君）本件について、御質疑、御意見がございました

ら、御発言願います。 

（「なし」の声あり） 

○全国議長会会長（藏内 勇夫君）それでは、お諮りいたします。本件については、

原案のとおり決定することに、御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○全国議長会会長（藏内 勇夫君）御異議がございませんので、そのように決定い

たします。 

 

報    告 

（１）厚生年金への地方議会議員の加入について 

（２）主権者教育の推進について 

（３）標準都道府県議会会議規則の改正について 

（４）令和８年度における本会のワンヘルスに関する 

取組について 

 

○全国議長会会長（藏内 勇夫君）次は、報告事項でございます。事務総長から報

告いたします。 

○全国議長会事務総長（髙原 剛君）資料62ページを御覧いただきたいと存じます。

厚生年金への地方議会議員の加入に関しては、三議長会が連携して実現に向け要

請活動を行っております。 

要請活動は、藏内会長をはじめ三議長会会長により、秋の定例総会で報告した

決議により、10月の与野党幹部に加え、12月も実施しました。12月は、今後、本

件を御議論いただく自由民主党の鈴木総務部会長、鬼木厚生労働部会長とともに、

10月に面談できなかった立憲民主党の本庄政調会長、山花ネクスト総務大臣など
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に要請を行いました。決議実現のため、引き続き皆様の御理解・御支援をよろし

くお願いします。 

資料63ページを御覧ください。三議長会では、主権者教育の推進について、地

方議会への理解と関心を深め、多様な人材の参画を促すため、積極的に取り組ん

でおります。昨年12月には、議員が学校に出向くなど地方議会が主体的に行う主

権者教育を学校で更に推進するため、藏内会長をはじめ三議長会会長により、次

期学習指導要領に「学校と議会が連携した主権者教育の推進」について明記する

ことを求める決議を福田文部科学大臣政務官に要請いたしました。 

このほか、今後の取組として、昨年三議長会で作成した主権者教育用リーフ

レットを効果的に活用した事例を横展開するため、富山県議会に御協力をいただ

き、出前講座の取組状況を撮影した動画を制作・発信することとしております。 

決議の実現及び各議会での主権者教育の取組の推進について、引き続き皆様の

御理解・御協力をよろしくお願いいたします。 

資料64ページを御覧いただきたいと存じます。今年度設置した男女共同参画委

員会において、女性議員・若手議員がより働きやすい議会とするため、標準会議

規則中の産前産後期間に係る欠席届の対象について、現行の産前６週間から産前

８週間に改正することが提案されました。 

これを受けて、各議会の御意見も踏まえながら、議会運営等問題協議会で協議

した結果、今回の改正案が取りまとめられ、１月19日の役員会で原案どおり決定

されたものであります。改正の概要ですが、多様な人材の参画の観点から制度拡

充する必要があることや、議会の制度改正への取組により社会への啓発にもつな

がることなどに鑑み、産前産後期間に係る欠席届の対象を産前６週間から産前８

週間に改正したものです。 

資料65ページを御覧願います。本会のこれまでのワンヘルスの推進の取組につ

いてですが、昨年６月の藏内会長御就任以降、７月の定例総会や11月の議員研究

交流大会で講演を聴取するとともに、本会提言に関係する要請事項を盛り込むな

ど、周知・啓発や国への要請を行ってまいりました。 

また、国と地方の協議の場においても、藏内会長からワンヘルスの推進につい

て御発言いただきまして、11月の会合では、上野厚生労働大臣から「ワンヘルス

の考え方は重要であり、人獣共通感染症への対策や研究を推進するとともに、ワ
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ンヘルスの動きが全国に広がるよう努めたい」旨の答弁が、また、12月の会合で

は、鈴木農林水産大臣から「人獣共通感染症、薬剤耐性等の動物の健康など、分

野横断的な課題に対して関係省庁が連携して解決に向けて取り組んでまいりたい」

旨の答弁があったところであります。 

このように、国においてもワンヘルスの重要性が浸透しつつある中で、本会と

しても更にワンヘルス推進の動きを広げていくため、資料に記載のとおり、令和

８年度において３つの柱で取り組むこととしております。１つ目は、ワンヘルス

の推進に関する決議を決定し、政府等に要請すること。２つ目は、各都道府県に

おけるワンヘルスの普及・啓発、実践の推進に向けた資料集を作成すること。３

つ目は、引き続き、交流大会などを通じて普及・啓発を図ることであります。 

スケジュールは、７月・10月の定例総会でワンヘルスの推進に関する決議を決

定し、要請活動を実施するほか、８月の女性議員研究交流大会及び11月の都道府

県議会議員研究交流大会において、ワンヘルスに関する講演などを実施します。 

右の青枠にある資料集の発行については、10月の鹿児島県開催の定例総会で配

付を始め、様々な機会に活用したいと考えております。なお、資料集には、先進

的に取り組んでいる福岡県のワンヘルスに関する条例や取組事例をはじめ、各県

における取組事例を掲載したいと思いますので、御協力賜ればと存じます。 

また、66ページには、厚生労働省の令和８年度予算案の主要事項の抜粋として、

ワンヘルス・アプローチに基づく人獣共通感染症対策の推進事業の資料を添付し

ています。 

御報告は以上でございます。 

○全国議長会会長（藏内 勇夫君）ただいまの報告に対し、御質疑、御意見がござ

いましたら、御発言願います。 

（「なし」の声あり） 

○全国議長会会長（藏内 勇夫君）ワンヘルスの推進については、各議会の御協力

もいただきながら、７月の定例総会における決議の取りまとめや、資料集の作成

などの取組を進めていきたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 

しばらく、お待ちください。 

〔原総務事務次官入室〕 

○全国議長会会長（藏内 勇夫君）それでは、次の日程に移ります。 
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講    演 

 

○全国議長会会長（藏内 勇夫君）日程10「講演」でございます。 

本日は、10月30日に神奈川県で開催した第182回定例総会に総務大臣の代理とし

て御出席いただき、大臣祝辞を代読していただいた、原邦彰総務事務次官にお越

しいただいており、「持続可能な地方行財政のあり方」と題して御講演をいただ

くこととしております。 

原総務事務次官におかれましては、大変御多忙の中、お引き受けいただき、ま

た、日頃から、地方自治の発展に大変御尽力いただいていることに、深く感謝申

し上げます。 

それでは、早速でございますが、原総務事務次官、よろしくお願いいたします。 

○総務事務次官（原 邦彰君）みなさん、こんにちは。ただいま御紹介いただきま

した、総務省の事務次官の原でございます。 

本日は、貴重なお時間をいただきましてありがとうございます。座って説明さ

せていただきます。 

まず、皆様におかれましては、日頃から地方議会の代表として、また地方自治

の要として、その振興に多大なる御尽力をいただいておりますこと、この場をお

借りして深く御礼申し上げます。本当にありがとうございます。 

本日のテーマは「持続可能な地方行財政のあり方」でございます。せっかくの

機会ですので、目下の課題のみならず、中長期的な展望についても触れたいと考

えております。 

後ほど詳しくお話しいたしますが、地方行財政は今、大きな転換点を迎えてお

ります。そこで、総務省が現在どのような方向性を持ち、どのような議論を行っ

ているかを御紹介するとともに、これから地方議会は予算編成の時期を迎えられ

ると思いますので、地方財政や税制の動向についても、重点的にお話しさせてい

ただきたいと思います。 

それでは、資料が膨大ですので、これは参考資料と思ってください。全部説明

すると２時間くらいかかりますので、本日はポイントだけ御説明したいと思いま
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す。 

まず、資料の説明に入ります前に、本日お話しする内容の底流には３つのポイ

ントがあると考えております。 

１つ目は、先ほど「時代の転換点」と申し上げた点です。日本はもはや、人口

減少を前提として地域をどう回していくかという時代にあります。10年ほど前、

総務大臣ほか日本郵政の社長もされていた増田寛也さんが「中央公論」で、「消

滅可能性利」を公表され、将来自治体がなくなってしまうという議論が起こりま

した。当時は皆さん人口増に向けた対策をやりました。それは大変意味のあるこ

とだったと思います。しかし、10年が経過した今、一部に人口が増えた市町村は

あっても、それは近隣自治体からの少子化対策等を重視した流入による面があり、

日本全体で見ればゼロサムであったのではないかという反省もございます。 

現在は、政府としても人口減少を前提とした政策構築を進めております。ただ、

人口が減るからといって悲観する必要はありません。例えば、人口が半分になっ

ても１人が２倍稼げばＧＤＰは維持できるわけですから、そのような地域を目指

そうということです。折しも、デジタル化やＡＩの活用が企業あるいは多くの自

治体で普及しており、１人あたりの生産性を向上させれば人口減少を恐れるべき

ではないということです。もちろん少子化対策は徹底しなければなりませんが、

人口減少を前提に、１人でより大きな付加価値を生み出す政策を組む時代に入っ

たというのが１点目です。 

２点目は、これに関連して、国と地方の関係が変化してきているという点です。

２日前に、藏内会長もメンバーである、地方制度調査会が立ち上がりました。こ

こでの大きなテーマは、人口減少の中でいかに地方自治を回していくかというこ

とです。私のもとに来られた市町村長の方々が真っ先に口にされるのは、「最近、

人が採用できません」と。特に技術職など、専門的な職員の確保が非常に困難で

あるという悩みです。民間企業との人材獲得競争が激しく、小さな町や村では、

およそ５年にわたり１人も採用できていない自治体も出てきております。 

誤解のないように申し上げますが、これは地方分権を止めるということではあ

りません。しかし、デジタルやサイバーセキュリティ、あるいは大規模な災害対

応など、市町村単独では対応が困難な業務もございます。昨年、今治や大船渡に

緊急消防援助隊を送りましたけれども、そのような場面では、県が市町村の仕事
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を補完したり、場合によっては国が前面に出て支援したりといった、新たな国と

地方の関係になっていくのではないか。これが２点目のお話です。 

３点目は、予算編成にも関わることですが、ようやく失われた30年、デフレの

時代から脱却し、マイルドなインフレの時代に入ったという点です。物価高によ

る生活への影響は深刻ですが、物価がある程度上がることは、賃金の引き上げに

もつながります。現在は実質賃金をプラスにすることを政府の目標としておりま

すが、あらゆる分野でインフレを前提とした思考が求められる時代になったとい

うことだと思います。 

先日、総理も予算編成のあり方について言及されておられましたが、これまで

国の予算は特に当初予算はある程度対前年比で抑え、大事なことは補正予算で対

応することが常態化していました。総理は、これからは必要な予算を当初予算に

しっかりと組むような予算編成に変えたいということをおっしゃっておられまし

た。我々霞が関で仕事をしている人間だと、そうだなというふうに思います。イ

ンフレ下では税収もある程度増加するため、そのように予算編成を変えることが

可能になるのです。国の予算は、今年度が115兆円で次年度が122兆円で、多くの

メディアで放漫財政を指摘する声もございますが、インフレ時代においては、税

収が増えて予算が増えるのはある意味で当たり前ではないかという面もございま

す。 

皆様の自治体においても、今まで人件費はあまり上がりませんでしたが、地方

公務員の人件費も、しっかり上がっていきます。今後は人件費だけでなく、物件

費や委託料、公共工事の単価を引き上げていくことが、地域の賃金上昇には不可

欠です。このように、予算をインフレ時代に見合うように組むため、我々行政当

局者もマインドリセットが必要であるというのが３点目です。 

以上、人口が減るということ、場面によっては国が前面に出る時代になってき

ているということ、インフレ時代に合った予算が必要になってくるということ、

この３点が大きな時代の転換点になっているのかなと思います。そういうことを

底流に置きながら、あと30分ほどお話をしたいと思います。 

それではまず冒頭に、地方自治のあり方についてお話しいたします。資料の３

ページを御覧ください。地方制度調査会についてでございます。数ある審議会の

中でも、地方制度調査会は総理大臣の諮問機関であり、大変重みのある組織です。
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ここではこれから２年をかけて、この国の地方自治のあり方を議論してまいりま

す。ページ中央にある諮問事項を読み上げてみますと、「人口減少により深刻化

する人材の不足や偏在、デジタル技術の進展等の課題に対応し、将来にわたり、

地域の特性に応じて、持続可能かつ最適な形で行政サービスを提供していくため、

国・都道府県・市町村間の役割分担、大都市地域における行政体制その他の必要

な地方制度の在り方について、調査審議を求める」とあります。 

まさに、人口が減る中でどのように地方自治を運営していくのか、これまでの

やり方のままでは立ち行かなくなるのではないか、ということでございます。ま

た、日本の成長は大都市が成長エンジンになりますので、大都市制度についても、

現在の政令市や都道府県という枠組みのままでよいのか、といった議論も行われ

る予定です。 

この議論のヒントとなるのが、我々総務省の中でここ１年ほどかけて研究を進

めております。次の４ページを見ていただきますと、総務省の研究会による報告

書の内容を掲載しております。 

ポイントは、左側２の最初の矢印にありますように、事務を減らす、まとめる。

自治体ごとに同様の事務を行うのではなく、国や県、あるいは特定の強い市に役

割をまとめてはどうかということです。それから、担い手を広げる。行政だけで

なく、民間や住民の皆様にも役割を担っていただくということです。 

そして最後が最も重要で、生産性を高めることです。もちろんリスクの認識は

必要ですが、公務員が担っていた業務をＡＩに代行してもらうという方法です。

例えば窓口業務や電話相談等をコールセンターＡＩに任せるなど、デジタル化を

徹底することで、仕事を一つひとつ見直していく議論をしたいと考えております。 

すでに各都道府県において、知事主導で仕事の棚卸しを始められているところ

も出てきております。これらの中には運用で対応できるものもあれば、運用だけ

では不可能なものもございます。例えば介護保険制度などは、現状のままでよい

のか、必要に応じて国の法律改正が必要になるかもしれません。この地制調の中

で議論を尽くしながら、運用の工夫で解決できることと、法律改正が必要なこと

との仕分けをしっかりと行っていきたいと考えております。 

５ページを御覧ください。大都市制度につきましても、総務省の研究会で議論

を行っております。 
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現在の大都市制度には、都道府県、政令指定都市、そして中核市という区分が

ございます。東京都は独特の都制度や23区制度と、都の権限がかなり強くなって

いるのが特徴です。 

一方、大阪府では「大阪都構想」の動きがございます。これまでに２回、住民

投票で否決されておりますが、現在、３度目の挑戦に向けた動きが出てきており

ます。大阪都構想とはどのようなものかといいますと、大阪市が政令指定都市で

あることをやめ、強い権限は大阪府が担い、住民サービスなどの身近な行政を、

特別区に複数に分けて行うというものです。いわば、現在の大阪市を東京都の23

区のような形にしようというのが、大阪都構想であります。 

その一方で、多くの政令指定都市の市長さんが提唱されているのが「特別自治

市」という構想です。これは、政令指定都市が都道府県から、ある意味で「突き

抜ける」という考え方です。 

例えば、横浜市や福岡市が、神奈川県や福岡県から独立したような形になり、

その地域の税収はすべて市が受け取り、権限もすべて市が担っていくというもの

です。ある意味では分かりやすい話ではありますが、このような制度を実現した

いとおっしゃる市長さんもおられます。 

ただ、その場合にはさまざまな課題も予想されます。昨日、知事会長さんや藏

内会長からもお話がございましたが、５ページの４番の矢印、真ん中より下のあ

たりを御覧ください。例えば、特定の市が特別自治市として独立してしまった場

合、残された他の自治体はどうなるのかという問題です。これまで県が所有して

いた施設を市に移管するのか、残された市町村の行政をどう維持していくのか。

例えば神奈川県で、横浜、川崎、相模原といった大きな市がすべて自立してし

まったら、県の税収は減ってしまいます。また、警察組織はどうするのかという

問題もございます。県警を維持するのか、あるいは県警ではなく、例えば神奈川

の政令市が３つ独立したら、県警が４つになってしまうのか。このように多くの

課題がある中で、これからの議論をしていこうというふうになっております。 

これらと直接関係するわけではございませんが、現在、政府、与党内では、自

由民主党と日本維新の会が連立与党になっております。日本維新の会からは副首

都構想という提案がなされております。これは、首都直下地震などの災害が東京

で発生した際に、どうするのだという議論が出発点であると思いますけれども、

-37-



東京に代わる拠点を大阪に設けるべきではないかという議論がなされております。 

この首都機能のバックアップという議論が出てきますと、他の地域からもさま

ざまな声が上がります。例えば福岡県からは「大阪には南海トラフ地震のリスク

がある、福岡の方が適しているのではないか」という意見や、他にも新潟県、名

古屋市、あるいは熊本市こそがふさわしいといった議論が、様々な首長さんから

出てきております。 

バックアップ拠点のあり方は、直接的に地方自治制度の話ではありませんが、

日本の東京以外の拠点をどう構築するかという問題に絡めて、地方自治、大都市

制度のあり方も今後議論の対象になるかと思います。地方制度調査会においても、

これから議論が出てくるかもしれません。 

これは少し中長期的な話かもしれませんが、皆様におかれましても、ぜひこの

議論の行方を見守っていただければと存じます。 

次に、新しい話として、２点お話しいたします。資料の９ページと10ページを

御覧ください。先ほど私は「人口を奪い合うのはもうやめようではないか」とい

うお話をしてまいりましたが、これからの地方において大事な視点は、関係人口

を増やしていこうということです。すでに政府は、関係人口を1,000万人に増やす

という閣議決定を行っております。その核となるのが、総務省がこれから進めよ

うとしている『ふるさと住民登録制度』という制度です。 

10ページを御覧ください。かつてふるさと二重の住民票という議論がございま

した。引退を表明されましたが菅義偉元総理大臣が総務大臣の時に手がけた『ふ

るさと納税』も、この議論が原型となっております。例えば、自分は秋田で育っ

て現在は横浜や東京に住んでいるが、育ててもらった秋田に住民税の一部を納め

たいという思いがあっても、税を２つに分けるのはやはり難しいと。そこで、寄

附という形をとったのが現在のふるさと納税です。今回の制度も発想は同じで、

いわば自治体の「推し活」です。山形が好きだ、福岡が好きだという思いがあれ

ば、出身地である必要はありません。旅行で何度も訪れてファンになったという

方も対象です。総務省では、すでに10ページにあるように、補正予算で32億円を

確保し、専用のスマートフォンアプリを作ります。このアプリで、私は山形が、

私は秋田が良い、と登録していただきます。登録証が、プレミアム登録という形

になれば、年に数回現地で仕事をしたり、週末を過ごしたり、あるいは頻繁に観
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光で訪れたり、そのような方をふるさと住民として登録します。 

まだ決定事項ではありませんが、例えばＪＲや航空運賃の割引、あるいは空き

家の提供などを通じて、現地を訪れ、現地で消費をしていただくような、民間

サービスもこのデジタルパスポートを活用することを期待しています。住民票は

移さないものの、ふるさと住民として推し活をしていただく。こうした人口を増

やしていくことで、地域の活性化につなげられないか、ということをこれから

やっていきたいなと考えております。これが１点目の新しい話です。 

２点目は、９ページにある広域リージョン連携です。これは、観光や産業振興

のクラスターなどが、もはや県単位の枠内には留まらなくなっている現状に対応

するものです。例えば、熊本県では現在ＴＳＭＣ（台湾積体電路製造）の進出に

より非常に活況を呈しておりますが、その効果を九州全体に波及させることはで

きないだろうか。あるいは、先日閉幕し成功した関西万博のレガシーを関西全体

で享受することはできないだろうか。このように、都道府県域を超えた様々な連

携が必要になっています。14ページに詳細がございますが、これは道州制を導入

するわけではなく、都道府県域を超えた広域的な取り組みを推進しようというも

のです。複数の都道府県が「我々はこのような連携をやりたい」と宣言していた

だこう。ということを、総務省で推進しております。 

こうした取り組みを行う地域には、例えば地域未来交付金を優先的に配分する

ことなどを検討しています。後ほど説明いたしますが、次年度の地方財政計画で

は、新たに4,000億円で『地域未来戦略基金』というものを設ける予定です。この

予算をこうした広域リージョンにも活用できないかということで、都道府県の域

を超えた新しい広域行政も推進してまいりたいと考えております。以上、最近の

新しい話について２点御紹介させていただきました。 

消防についても、詳細は割愛いたしますが、先ほど申し上げた通り、もはや１

つの自治体だけで対応しきれないため、消防庁がしっかりと予算を確保し、特殊

な消防車両を配備するほか、『マイナ救急』という取り組みを進めています。こ

れは、国が全国の救急車にタブレット端末を配備するものです。具体的には、救

急現場でマイナンバーカードをかざすと、搬送される方のかかりつけ医や、どの

ような薬を服用されているかといった情報が、社会保険診療報酬支払基金と連携

することで即座に把握できるようになります。 
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これにより、現場での迅速な判断が可能となり、一人でも多くの命を救うこと

につながります。こうした取り組みは個別の自治体だけではできるものではあり

ません。先ほど申し上げたように、国が前面に立って、こうした消防行政もしっ

かりと進めていきたいと考えております。 

次は、財政についてです。資料の説明に入ります前に、現在の財政状況につい

て触れたいと思います。今度の選挙でも、食料品への消費税を恒久的にゼロにす

るという主張や、与党では２年間限定でゼロ税率にするといった議論がなされま

した。これに対し、マーケットが早速反応しています。金利が上昇しているので

す。 

少し前までは、皆様の地方の地方債の金利も、10年物の国債の金利も、ほとん

どゼロで推移していました。ところが、インフレの定着により、10年物の超長期

国債の金利は、昨日は2.3％まで上昇しました。直前で確認したところ、片山財務

大臣のメッセージもあり、現在は2.2％と少し落ち着いております。 

30年国債や40年国債といった超長期国債の急激な金利上昇は懸念されましたが、

片山大臣がダボス会議などの場でメッセージを発信したことで、一定の落ち着き

を取り戻しています。申し上げたいのは、マーケットがそれほどまでに財政政策

に対して敏感に反応しているということです。したがって、我々は常に「財政規

律」を意識しなければいけなくなってきていることは間違いありません。 

もっとも、議長の皆様には釈迦に説法ではございますが、インフレ下で金利が

上がることは、ある意味で自然なことです。金利はインフレ率と期待成長率を足

したものであり、経済が成長すれば金利も上がります。ですから、金利上昇は必

ずしも悪いことではありません。 

ただし、急激な上昇は、国債を大量に保有する金融機関に含み損を出してしま

いますので、マイルドな形で上昇していくことが重要です。日銀も現在、出口戦

略を進めており、0.75％の短期金利も為替相場との関係を見ながら、おそらく今

後段階的に引き上げられていくでしょう。日銀が量的緩和で保有する国債を減ら

していく方向になれば、国債の観点からは需給が逼迫し、金利の上昇要因にもな

ります。 

つまり、インフレ、日銀の政策、そして財政規律。この３点がミックスされた

形で金利が決まるのです。本日の日本経済新聞に、国債の格付け会社のコメント
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として「現在の財政政策ですぐに格付けを下げる状況にはない」という趣旨の記

事がございました。最も重要なのは、日本が持続可能な成長を維持できるかどう

かです。経済が成長すれば税収が増え、国債の償還にも支障は生じません。経済

成長が一番大事だと格付け会社の方もおっしゃっていましたが、国と地方が一体

となってしっかりと経済を回していくことが、財政において最も重要な視点であ

ると考えております。 

このような前提を踏まえ、地方財政について具体的にお話しします。資料の39

ページを御覧ください。 

先般成立した補正予算において、地方交付税を1.3兆円増やしております。人件

費や経済対策に伴う地方負担分で増やしたところでございますが、この中に「物

価対策・価格転嫁対策」として2,000億円を計上しております。物価高騰を踏まえ、

自治体における発注単価を適切に引き上げていただくために、交付税を配分した

ものです。補正予算で物価対策のために交付税を配分するのは、今回が初めての

試みです。 

なぜ、これほどまでに価格転嫁のお話を強調するのか。その理由は52ページに

ございます。 

52ページには、各都道府県のＧＤＰに占める公的事業の割合を示しております。

これは、国や県、市町村が発注する公共事業や委託料が、地域経済においてどれ

ほどのウェイトを占めているかを示す指標です。東京都は民間需要が大きいため

１割未満ですが、最も高い高知県では、経済の４割が行政からの発注事業で占め

られています。全国平均でも26.8％、つまり経済の約４分の１は、公務員の人件

費や社会保障も含めた「公的事業」で成り立っているのです。 

私が申し上げたいのは、現在、賃上げを強く求める風潮がある。大企業は自ら

稼いで賃上げができますが、地域の中小企業の多くは、我々行政が発注する事業

の単価が上がらなければ、収入が増えず、賃上げもできません。 

したがって、これからの地方財政は、先ほど申し上げた通りインフレ型へと変

わっていかなければなりません。補正予算で2,000億円を確保したのに続き、41

ページを御覧ください。 

来年度の地方財政対策において、（３）に「物価高・官公需価格転嫁」という

項目を新設いたしました。このような項目を立てるのは初めてのことです。委託
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料や維持補修費などのために、交付税を6,000億円増額しております。 

補正予算で2,000億円、当初予算で6,000億円。これだけの交付税を官公需のた

めに積み増しております。地方自治体においても、予算のシーリングに縛られる

のではなく、適切な単価設定を行っていただかなければなりません。単価をしっ

かりと引き上げていかないと、地域の中小企業における賃上げができません。こ

の点については、行政当局のマインドリセットが必要であり、皆様にもぜひ重点

的に取り組んでいただきたいと考え、御紹介させていただきました。 

続きまして、来年度の地方財政計画、41ページです。一番上の項目にございま

すように、自治体の皆様が自由に使える一般財源について、総額67.5兆円、対前

年度比で3.7兆円の増額を確保いたしました。これは、極めて画期的な内容でござ

います。 

少し前までは一般財源同額ルールという考え方がございましたが、現在の情勢

では同額では到底足りません。今回、3.7兆円もの増額を実現したことがどれほど

大きな意義を持つか、資料の46ページを御覧いただければと存じます。 

46ページの推移表を御確認ください。一番右側が今回の計画ですが、平成20年

以降の推移を遡っても、これほど大幅に一般財源が増えたことはございません。

来年はまさに、インフレ型の地方財政計画になったということであります。 

具体的には、人件費や社会保障費の増額に加え、物価高騰対策、さらには後ほ

ど詳しく触れますが、給食費や私立高校の無償化といった教育負担の軽減、地域

未来基金の創設など、地域の成長に資する予算を積み上げた結果、この3.7兆円と

いう増額に至りました。 

一方で、マーケットの動向にも十分配慮しております。再び41ページにお戻り

ください。 

皆様から極めて強い御要望をいただいておりました、赤字地方債である臨時財

政対策債については、引き続きゼロとしております。あわせて、過去に発行した

臨財債を償還するための基金についても、必要な財政措置を講じております。 

その他の主な項目についても御説明します。 

まず、（３）にございますように、物価高騰対策として6,000億円を増額いたし

ました。また、（４）の教育無償化については、地方負担分として4,000億円を確

保しております。生徒数に応じて、給食費や私学助成の財源が確実に自治体へ届
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くよう、地方交付税での財政措置をしていきたいと思っております。 

あわせて、「私学が充実する一方で、公立高校が置き去りになるのではないか」

という懸念の声も伺っております。そのため、（４）の下段にありますように、

公立高校をリニューアルするための特別対策もあわせて実施いたします。 

さらに、（５）の「地域未来基金」についてです。これは都道府県に創設する

もので、産業クラスターや地場産業の振興など、各地域が自ら議論し、活性化に

取り組んでいただくための初めての基金制度です。 

また、（７）の公営企業については、上下水道のインフラ老朽化対策を強化い

たします。病院経営についても、多くの首長さんから「赤字で大変だ」という切

実な声を伺っております。次年度は診療報酬も増やし、地方財政でできる病院へ

の財政措置についても、しっかりと充実をさせております。 

このように、今回の地方財政計画は、地域の皆様からお寄せいただいた声に対

し、一定の答えを出せた内容になったと考えております。こうした手厚い措置が

可能となったのは、背景としてインフレによる税収の増加があるからです。 

今後とも、財政規律に十分配慮しつつ、インフレ型の予算編成へと移行してい

くということで、地方自治体におかれましても、この新たな局面を見据えた取り

組みをお願いしたいと存じます。 

最後10分ほどございますので、税についてお話しいたします。まずは、税制改

正です。資料の62ページを御覧ください。 

まず、いわゆる年収の壁の問題でございます。所得税については、国民民主党

の御意見も踏まえた議論の末、非課税最低限となる壁が103万円から178万円へと

引き上げられることとなりました。 

住民税につきましても、資料にあります通り、昨年100万円から110万円に引き

上げ、さらに国税との連動により119万円まで動きました。住民税の最低限につき

ましても、基本的にはインフレに見合った形で調整していく方針ですが、住民税

は地方自治体にとって極めて貴重な基幹税です。景気対策として安易に大幅減税

を行うわけにはいかないという点を御説明し、御理解をいただいた上で、今回は

119万円までの調整といたしました。 

次に、同じく住民税の中の利子割についてです。これまでは金利がほぼゼロで

したので、利子に関わる税金はほとんどございませんでしたが、かつては１兆円
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規模の税収があった項目です。住民税は、本来居住地に納めるものですが、金融

機関の口座数は人口の何倍もございます。銀行がすべての口座の住所地を特定し

て納税するのは困難であるため、これまでは口座のある金融機関の所在都道府県

に納税されてきました。しかし最近は、口座の所在地がすべて東京にあるネット

バンクが普及しております。その結果、鹿児島県や山形県にお住まいの方がネッ

ト銀行を利用すると、その利子割がすべて東京に流れてしまうという課題が生じ

ていました。そこで今年の税制改正では、本来の居住自治体の収入となるよう、

所得に応じた清算制度を創設することといたしました。 

続いて63ページのふるさと納税についてです。先ほど申し上げた住民税を分割

できないという課題を解決するために作られた寄附制度ですが、最近はネット

ショッピング化という行き過ぎた面も見受けられます。あくまで税金であること

を踏まえ、適切な見直しを行います。すでにポイント付与は廃止いたしましたが、

今回はさらに２つの見直しを行いました。 

１つ目は、いわゆる１億円の壁への対応です。「高額納税者ほど優遇されてい

る」という議論がございまして、ふるさと納税は住民税から２割税額控除されま

すが、所得が多ければ多いほど、青天井で税額控除が増えてしまうのです。所得

が１億円を超える方については、それ以上の納税額にかかわらず税額控除の上限

を一定とするアッパーを設けました。これにより、数百万円、数千万円規模の返

礼品が過度に出回るような状況を是正いたします。 

２つ目は、63ページの円グラフにある経費率の問題です。地方税法では返礼品

を３割以下と定めており、サイト手数料や運送費を含めた経費全体を５割以下に

抑え、少なくとも寄附額の半分は自治体の手元に残るルールとなっております。

しかし、最近はサイト業者の手数料が高いとの指摘があります。一般的なネット

ショッピングの手数料が商品の１割程度であるのに対し、ふるさと納税では寄附

額の１割を徴収するケースがあり、実質的には返礼品価格の33％に相当する手数

料を取っている計算になります。 

そこで法律を改正し、返礼品３割というルールは維持しつつ、手数料などの経

費を１割に抑え、自治体に入るお金を６割へと増やすことといたしました。混乱

を避けるため３年ほどかけて段階的に移行し、自治体に残る資金を増やしてまい

ります。 
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時間が限られておりますので、64ページの自動車・ガソリン関係についても手

短に申し上げます。環境性能割や自動車取得税、軽油引取税の暫定税率の廃止に

より、全体で7,000億円の財源が失われます。これについては、不交付団体も含め

て地方財政の穴が空かないよう、特例交付金を創設してしっかりと対応してまい

ります。 

最後は、地方税の偏在の問題です。本日は、東京都議会の議長様もいらっしゃ

いますが、決して東京都を狙い撃ちにする意図ではございません。ただ、68ペー

ジにあるように、昔は工場などが地方にあれば法人事業税も分割基準で地方に届

いていたのですが、最近は持株会社が東京に集中しており、工場が地方にあって

も税収が本社のある東京に集まりやすい構造になっています。また69ページにあ

る通り、地方の方がネット通販を利用しても、その収益と税収はＥＣ販売を展開

している東京の企業に集中します。そのようなＩＴ企業の従業員の大多数が東京

にいるという状況になっています。70ページのコンビニフランチャイズも同様で、

地方で生み出されたロイヤリティが東京の本社へ吸い上げられる傾向にあります。 

このように企業活動が大きく変化している中で、現在の税制のままでよいのか

という議論をしております。大事なのは、都市の生活も、地方から供給される水

や電力によって成り立っています。都市と地方が互いに協調し、日本全体が成長

していくことが何よりこの議論の重要な点であると考えております。 

終了の時刻が迫ってまいりました。人口減少を恐れず生産性を上げること、場

面に応じて国が前面に出ること、インフレ型へと予算を転換することの３点を強

調させていただきます。 

衆議院の解散により予算の年度内成立が危ぶまれる状況もございますが、自動

車取得税やガソリンの暫定税率の廃止等、地方税法の改正が４月１日に間に合わ

ないと現場に混乱を招きます。地方交付税の増額や教育無償化の予算など、総理

はできれば４月から予算を取っていきたいと表明されております。地方の皆様に

御迷惑がかからないよう、我々としてもしっかりと対応してまいります。 

皆様のさらなる御理解をお願い申し上げまして、私の話を終わらせていただき

ます。御清聴ありがとうございました。（拍手） 

○全国議長会会長（藏内 勇夫君）ありがとうございました。大変な熱弁、感動い

たしました。 
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原総務事務次官におかれましては、公務のため、ここで御退席されます。本日

は誠に、ありがとうございました。拍手をもってお送りいただきたいと存じます。 

〔原総務事務次官退室〕（拍手） 

 

そ の 他 

 

○全国議長会会長（藏内 勇夫君）次に、日程11「その他」でございますが、愛知

県議会の川嶋太郎議長より発言の申し出があります。 

川嶋議長、よろしくお願いします。 

○愛知県議会議長（川嶋 太郎君）愛知県議会議長の川嶋太郎でございます。 

この度は、御発言の機会を賜り、心よりお礼申し上げます。本日は、「第20回

アジア競技大会及び第５回アジアパラ競技大会」について、皆様に御協力をお願

い申し上げます。パンフレットをお手元にお配りさせていただいておりますので、

後ほど御確認いただければと存じます。 

本年９月から10月にかけて、私の選挙区にございます、名古屋市瑞穂公園陸上

競技場をメイン会場に開催される両大会は、アジア45の国と地域からトップアス

リートが集い、オリンピック・パラリンピックと理念を共有する、アジア最大の

スポーツの祭典です。 

競技は、愛知県を中心に、一部は、東京都、静岡県、岐阜県、大阪府でも開催

されます。御協力いただく都府県の皆様方には改めて感謝申し上げます。 

両大会では、59の競技が予定されており、陸上、水泳、サッカーをはじめ、ア

ジア特有のセパタクローやカバディといった、多彩な競技でアジアのトップアス

リートによる熱戦が繰り広げられます。選手たちが見せる挑戦と熱戦は、私たち

に大きな感動と勇気を与えてくれるはずです。そして、その感動こそが、スポー

ツの力で国境を越えた絆と平和のメッセージを広げる原動力になると思っており

ます。 

また、日本で初開催となるアジアパラ競技大会は、障害のある選手が限界に挑

む姿を通じて、障害への理解を深め、共生社会の実現に向けた大きな一歩となる

と考えます。スポーツの力で、多様性を尊重し合う社会を築く、かけがえのない
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機会です。 

さらには、両大会には国内外から多くの来訪者が見込まれます。これは、愛

知・名古屋のみならず、全国の地方創生にもつながる絶好のチャンスであると

思っております。交流人口の拡大、国際競争力の強化、そして地域の文化・観

光・産業の魅力発信など、皆様の地域の活性化にもつながるものと考えておりま

す。 

大会まで１年を切り、愛知県、名古屋市、組織委員会、全国知事会をはじめ、

オールジャパンで準備を進めています。私ども愛知県議会も、機運醸成に全力で

取り組んでまいります。 

今後、競技日程やチケット販売開始などの情報は、ＹｏｕＴｕｂｅやＳＮＳを

通じて発信される予定です。一人でも多くの方に大会を認知いただき、期待と関

心をもって競技会場に足を運んでいただけるよう、フルスタジアムの実現を目指

します。皆様方におかれましても、ぜひ両大会の周知と機運醸成に御協力くださ

いますよう、心よりお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。（拍手） 

○全国議長会会長（藏内 勇夫君）川嶋議長、ありがとうございました。 

皆様におかれても、アジア・アジアパラ競技大会の成功に向け、御支援・御協

力をよろしくお願いいたします。 

その他、何か御発言がございましたらお願いします。 

（「なし」の声あり） 

 

閉    会 

 

○全国議長会会長（藏内 勇夫君）それでは、御発言もないようですので、これを

もちまして、定例総会を閉会いたします。 

 

（16時46分） 
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